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代表委員会細則の一部を改正する細則（案） 
 

 

 

 

代表委員会細則の一部を次のように改正する。 

 第十八条第一項中ス号をセ号とし、ク号からシ号までを一号ずつ繰り下げ、キ号の次に

次の一号を加える。 

（ク） 校友会団体支援 

 第十九条第一項中ケ号をコ号とし、カ号からク号までを一号ずつ繰り下げ、オ号の次に次

の一号を加える。 

（カ） 校友会団体支援補佐 

 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この細則は、令和七年十月九日から施行する。 

 


